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令
和
六
年
十
月
一
日

第
五
百
三
十
五
号

増

刊

②

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
四
十
二
号
）

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
こ
ど
も
未
来
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
六
百
三
十
号
）

○
福
岡
県
と
遠
賀
郡
芦
屋
町
と
の
間
の
芦
屋
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す

　

る
規
約　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
二
号
ハ
中
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
こ
ど
も

の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
こ
ど
も
審
議
会
の
項
中
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
」
を
「
こ
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

十
条
第
一
項
」
に
、
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
」
を
「
こ
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
に
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

福
岡
県
と
遠
賀
郡
芦
屋
町
と
の
間
の
芦
屋
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

福
岡
県
と
遠
賀
郡
芦
屋
町
と
の
間
の
芦
屋
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条　

福
岡
県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
芦
屋
港
活
性
化
推
進
区
域
内
の
施
設
（
以
下
「
委

託
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運
営
並
び
に
使
用
料
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
遠
賀
郡

芦
屋
町
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

　

一　

委
託
施
設
の
維
持
、
保
守
そ
の
他
委
託
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
務

　

二　

委
託
施
設
の
利
用
の
承
認
そ
の
他
委
託
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
務

　

三　

委
託
施
設
の
使
用
料
等
の
制
定
、
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
事
務

　

四　

委
託
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
者
へ
の
原
状
回
復
又
は
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す
る
事

務

　

五　

そ
の
他
前
各
号
に
附
帯
す
る
事
務

２　

前
項
の
芦
屋
港
活
性
化
推
進
区
域
と
は
、
芦
屋
港
の
活
性
化
を
推
進
す
る
区
域
と
し
て
、
甲
と
乙

が
協
議
し
て
定
め
る
区
域
（
以
下
「
活
性
化
区
域
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
託
施
設
の
大
規
模
補
修
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
別
途

甲
と
乙
に
お
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条　

甲
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
乙
に
委
託
す
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）

の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
の
規
定
を
遵
守

す
る
と
と
も
に
、
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
町
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
施
設
の
管
理
及
び
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

目

次
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り
乙
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
又
は
民
間
資
金
等
の

活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以

下
「
民
間
資
金
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
乙
が
選
定
す
る
民
間
事
業
者
（
以

下
「
選
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

（
協
議
）

第
三
条　

乙
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
と
協
議
す
る
も
の
と

す
る
。

　

一　

委
託
施
設
の
全
部
又
は
一
部
の
供
用
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

二　

委
託
施
設
の
修
繕
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
又
は
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

三　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
町
条
例
等
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う

と
す
る
と
き
。

　

四　

委
託
施
設
に
つ
い
て
、
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
承

認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

五　

活
性
化
区
域
に
お
い
て
、
民
間
資
金
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
を
実
施
し
、
又
は
公
共
施
設
等
運

営
権
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

六　

活
性
化
区
域
に
お
い
て
、
委
託
施
設
を
公
共
用
又
は
公
益
事
業
の
用
以
外
の
目
的
で
特
定
の
第

三
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
。

　

（
経
費
の
負
担
）

第
四
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
使
用
料
等
の
収
入
）

第
五
条　

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
伴
い
徴
収
す
る
使
用
料
等
の
収
入
は
、
す
べ
て
乙
の
収
入
と

す
る
。
た
だ
し
、
乙
が
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
乙
が
選
定
事
業
者
を
選
定
し
、
か
つ
、
民
間
資
金
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
選

定
事
業
者
に
公
共
施
設
等
運
営
権
を
設
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
利
用
料
金
を
当
該
選
定
事
業
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
予
算
の
計
上
）

第
六
条　

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
、
乙
の
歳
入
歳
出

予
算
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
決
算
の
通
知
）

第
七
条　

乙
は
、
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る
部
分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
報
告
）

第
八
条　

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
遅
滞
な
く
、
委
託
事
務
報
告
書
及
び
使
用
料
等
減
免
報
告
書
を
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

乙
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
委
託
施
設
が
滅
失
し
、
荒
廃
し
、
き
損
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
お
そ
れ
を
予
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
甲
に
通
知
し
、
両
者
協
議
の
上
、
対
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

　

（
損
害
賠
償
）

第
九
条　

乙
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
怠
り
、
委
託
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
乙

は
、
速
や
か
に
原
状
を
回
復
し
、
又
は
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
連
絡
会
議
）

第
十
条　

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
連
絡
調
整
を
図
る
た
め
、
甲
と
定
期
に
連
絡

会
議
を
開
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
の
申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
臨
時
に
会
議
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
。

　

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条　

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
町
条
例
等
を
制
定
し
、
又
は

改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
当
該
町
条
例
等
を
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
そ
の
他
）

第
十
二
条　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
約
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
約
の

告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

委
託
事
務
に
係
る
準
備
行
為
は
、
こ
の
規
約
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


